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（１－１１－Ⅰ）

総 合 評 価 書
平成１８年２月

政策体系 番 号

１ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進基本目標

すること

１１ 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制施策目標

度を構築すること

Ⅰ 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

保険局総務課担当部局・課 主管部局・課

保険局保険課、国民健康保険課、医療課、調査課関係部局・課

１ 評価対象の設定

医療保険制度評 価 対 象

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第１０２号）附

則第２条第２項において、政府は、①保険者の統合及び再編を含む医療評 価 の 契 機 等

保険制度の体系の在り方、②新しい高齢者医療制度の創設、③診療報酬

の体系の見直し、について、その具体的内容、手順及び年次計画を明ら

かにした基本方針を策定し、その基本方針に基づいて、できるだけ速や

（ ）、かに 新しい高齢者医療制度の創設についてはおおむね２年を目途に

所要の措置を講ずるものとされている。これに基づき、平成１５年３月

に「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針 （以下「平」

成１５年３月基本方針」という ）が閣議決定され、医療保険制度に関。

する改革については、平成２０年度に向けて実現を目指すこととされて

いる。

また 「骨太の方針２００５ （ 経済財政運営と構造改革に関する基、 」「

本方針２００５ （平成１７年６月２１日閣議決定 ）において、医療」 ）

費適正化の実質的な成果を目指す政策目標を設定し、定期的にその達成

のための必要な措置を講ずることとされ、政策目標と具体的な措置の内

容とあわせて平成１７年中に結論を得た上で、平成１８年度医療制度改

革を断行することとされている。

さらに 「平成１８年度予算編成の基本方針 （平成１７年１２月６、 」

日閣議決定 において 安心・信頼の医療の確保と予防の重視 医） 、「「 」、「

療費適正化の総合的な推進 「超高齢社会を展望した新たな医療保険」、
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制度体系の実現」という基本的考え方の下、構造改革を推進し、平成１８

年度予算から反映させる」こととされている。

２ 評価の方法等

我が国の医療制度は、急速な少子高齢化の進展、経済の低成長への移

行、国民生活や意識の変化など、大きな環境変化に直面しており、国民評価の観点

皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくためには、そ

の構造改革が急務である。具体的には 「評価の契機等」に記載の各閣、

議決定等を踏まえ、以下のような観点に基づいて評価を行う。

（１）医療費について

我が国の医療費の動向を見ると、超高齢化が進行する中で、老人医

療費を中心とする医療費は経済の伸びを相当に上回った伸び率で推移

しており、今後も経済を上回った伸びを示すことが見込まれている。

また、我が国においては、糖尿病等の生活習慣病の患者が増大し、

加齢とともに増悪して、脳梗塞、心筋梗塞等を発症し、入院に至るケ

ースが増加している。

さらに、我が国の医療提供体制の構造として、平均在院日数の長さ

が指摘されており、また、都道府県ごとに医療費の格差がある。

こうした中で、医療費の適正化に向けて、どのような対策を講ずる

べきか。

（２）高齢者医療制度について

６５歳以上の高齢者については、一人当たりの医療費が高く、国保

（国民健康保険 、被用者保険（健康保険など）の制度間の偏在が大）

きい。

また、現行の老人保健制度は、独立した保険制度ではなく、被用者

保険と国保が、運営主体の市町村に対して費用を拠出する仕組みにな

っていることから、①高齢者自身の負担と若人による負担の分担のル

ールが不鮮明、②制度運営の責任主体が不明確等の問題点が指摘され

ている。

こうした中で、高齢者医療制度の在り方について、どのように考え

るべきか。

（３）保険者について

市町村国保（市町村を保険者とする国保）や組合健保（組合管掌健

康保険）の小規模保険者について、財政運営の規模の適正化を図るた

め、どのような対策を講ずるべきか。

また、政管健保（政府管掌健康保険）の組織形態の在り方について、

社会保険庁改革の実施とあわせて、どのように考えるべきか。

（１）医療保険制度の見直しについては、平成１５年７月に社会保障審
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議会医療保険部会を設置し（再設置 、平成１７年１１月まで２４回収集した情報・ ）

にわたり検討を行ってきた。データ及び各種

（２）この間、同部会では、平成１７年７月２９日及び同年８月２４日の評価手法を用

に中間的な議論の整理を行い、さらに、同年１０月１９日に厚生労働いて行った分析

省として「医療制度構造改革試案」を公表した後、これを基に同部会・測定の方法

で具体的な検討が進められ、同年１１月３０日に同部会としての「意

見書」が取りまとめられた。

（ ） 、 、３ 収集した情報・データとして 以下のような種々の資料を用いて

検討を行った。

・国民医療費の動向とそれに占める老人医療費の割合

・生活習慣病の医療費と死亡数割合

・年齢階級別受療率

・平均在院日数や医療提供体制の国際比較

・都道府県別一人当たり老人医療費

・病床数と老人医療費の相関

・医療機関における死亡割合の年次推移

・国保・被用者保険への世代別加入状況

・高齢者の疾病特性

・国保・政管健保・組合健保の財政状況 等

３ 評価結果等

（１）医療費適正化

医療費の増加の主要因として、老人医療費の増加がある。老人医療評 価 結 果

費の増加の要因として、生活習慣病患者・予備群の増加による外来医（問題点及び

療費の増加、在宅療養率の低さや病床数の多さに起因する入院の長期その原因）

化、入院医療費の増加が上げられる。

この対策を行っていく上で、生活習慣病の予防に有効な健診・保健

指導が被用者保険の場合は被用者本人にとどまり、被扶養者には行き

渡っていない、検診結果の活用がなされていないという問題点や、我

が国は、ドイツなどの主要国と比べて、平均在院日数が長いが、高齢

者が安心して退院できるよう在宅療養までの医療から介護に至る機能

の分化、連携体制の構築が必要であるといった点が指摘されている。

また、医療費には大きな都道府県格差があるが、これは地域におけ

る医療提供体制等に起因していると指摘されている。都道府県は病院

の開設許可や、医療計画の策定、国保に対する指導監督権限等を有し

ており、都道府県単位で地域の実態に応じた対策を行い、医療費適正

化の計画的な推進を図っていくことが必要である。

さらに、医療費負担の世代間、世代内における公平を図るため、特
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に、１割の患者負担となっている７０歳以上の高齢者のうち、現役並

、 、みの所得を有する者については 現役世代との負担の均衡の観点から

応分の負担を求めていく必要があるのではないかといった点や、療養

病床に入院している高齢者については、介護保険において、食費、居

住費の負担を求めていることとの均衡から、同様の負担を求めていく

必要があるのではないか、といった点が指摘されている。

以上のように、国民の求める医療の安心・信頼を確保しつつ、医療

費適正化を総合的に推進する必要がある。

（２）新たな高齢者医療制度の創設

高齢者医療制度については （１）で述べた背景から、平成１５年、

３月基本方針において 「７５歳以上の後期高齢者と６５歳以上７５、

歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とする」こ

ととされている。

よって、以下のような論点に留意しつつ、高齢者に係る医療費を公

平に負担する新たな仕組みを設けるなど、世代間の医療費負担の公平

化や透明化を図るとともに、制度運営の責任主体の明確化を図る必要

がある。

① 後期高齢者医療制度

・新しい後期高齢者医療制度の運営主体

・新しい後期高齢者医療制度の財政調整の仕組み

・被保険者となる高齢者本人の負担の在り方

・国保、被用者保険からの支援の在り方

② 前期高齢者医療制度

・国保、被用者保険の制度間における前期高齢者の偏在による医療

費負担の不均衡の調整の仕組み

（３）保険者の再編・統合

保険者については （１）で述べた背景から、平成１５年３月基本、

方針において、①保険者として安定的な運営ができる規模が必要であ

ること、②各都道府県において医療計画が策定されていること、③医

療サービスはおおむね都道府県の中で提供されている実態があるこ

と、を考慮し、都道府県単位を軸とした保険運営について検討するこ

ととされている。

よって、以下のような論点に留意しつつ、各保険者の歴史的経緯や

実績を十分尊重しながら、保険者の財政基盤の安定を図るとともに、

保険者機能を発揮しやすくするため、都道府県単位を軸とした保険者

の再編・統合を推進する必要がある。

・小規模保険者の再編・統合の推進

・国保の財政基盤の強化の在り方

・政管健保の組織形態等の在り方
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上記の評価結果を踏まえ、各論点を検討した結果、以下の内容につい今後の検討の

て、医療提供体制の見直しとあわせて、医療制度改革を行うこととし、方向性

平成１７年１２月１日には、政府・与党医療改革協議会において「医療

制度改革大綱」が取りまとめられた。この内容に沿って、平成１８年の

通常国会に健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する予定である

（ 】内は予定している施行日 。【 ）

１．基本的な考え方

医療制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能な

ものとしていくため、医療提供体制の改革とともに、医療費適正化の

総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等

所要の措置を講ずるものである。

２．医療費適正化の総合的な推進

（１）医療費適正化計画の策定（中長期的な医療費適正化方策）

・生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化の

ため、国が示す基本方針に即し、国及び都道府県が計画（計画期

間５年）を策定【平成２０年４月】

（２）保険者に対する一定の予防健診等の義務付け

・医療保険者に対し、４０歳以上の被保険者等を対象とする糖尿病

等の予防に着目した健診及び保健指導の実施を義務付け【平成２０

年４月】

（３）保険給付の内容・範囲の見直し等（短期的な医療費適正化方策）

・現役並みの所得がある高齢者の患者負担を２割から３割に引上げ

【平成１８年１０月】

・療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担を見直し【平成

１８年１０月】

・高額療養費の患者負担限度額の引上げ【平成１８年１０月】

・傷病手当金・出産手当金の支給率等を見直し【平成１９年４月】

・７０歳から７４歳までの高齢者の患者負担を１割から２割に引上

げ（６５歳から６９歳までの高齢者は３割負担で変更なし 【平）

成２０年４月】

・乳幼児に対する患者負担軽減（２割負担）の対象年齢を３歳未満

から義務教育就学前まで拡大【平成２０年４月】

（４）病床転換支援事業の創設【平成２０年４月】及び介護療養型医療

施設の廃止【平成２４年４月】

３．新たな高齢者医療制度の創設

（１）後期高齢者医療制度（仮称）の創設【平成２０年４月】

・７５歳以上の後期高齢者の保険料（１割 、現役世代（国保・被）

用者保険）からの支援（約４割）及び公費（約５割）を財源とす

る新たな医療制度を創設

・保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村
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が加入する広域連合が実施

・高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交

付など、国・都道府県による財政安定化措置を実施

（ ） 【 】２ 前期高齢者の医療費に係る財政調整制度の創設 平成２０年４月

・６５歳から７４歳までの前期高齢者の給付費及び前期高齢者に係

る後期高齢者支援金（仮称）について、国保及び被用者保険の加

入者数に応じて負担する財政調整を実施

・退職者医療制度について、平成２６年度までの間における６５歳

未満の退職者を対象として、現行制度を経過措置として存続

４．保険者の再編・統合

（１）国保の財政基盤強化

・国保財政基盤強化策 高額医療費共同事業等 の継続 公布日 平（ ） 【 （

成１８年４月から適用 】）

・保険財政共同安定化事業（仮称）の創設【平成１８年１０月】

（２）政管健保の公法人化【平成２０年１０月】

・健保組合の組合員以外の被用者を被保険者とする保険について公

法人が管掌

・都道府県ごとに、地域の医療費を反映した保険料率を設定

・適用及び保険料徴収事務は、年金新組織において実施

（３）地域型健保組合【平成１８年１０月】

・同一都道府県内における健保組合の統合を促進するため、統合後

の組合（地域型健保組合）について、経過措置として、保険料率

の不均一設定を認める

５．その他

・保険診療と保険外診療との併用について、将来的な保険導入のた

めの評価を行うかどうかの観点から再構成【平成１８年１０月】

・中央社会保険医療協議会の委員構成の見直し、団体推薦規定の廃

止等所要の見直しを実施【平成１９年３月】 等

※ 今般の医療制度改革においては、医療保険制度の見直しと一体のも

のとして医療提供体制の見直しが行われる予定である。本評価は、こ

のうち前者に係るものである。
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※ 以下は、原則としてフォローアップ時に記入する。

４ 評価結果の反映状況（平成１９年３月）

「医療保険制度改革について（意見書 （平成17年11月社会保障審）」

議会医療保険部会 「医療制度改革大綱 （平成17年12月政府・与党医政策への ）、 」

療改革協議会）等及び本評価結果を踏まえ、医療保険制度の見直しにつ反映状況

いて 「健康保険法等の一部を改正する法律案」を第164回通常国会に、

提出し、平成18年６月14日に可決・成立した（平成18年６月21日公布・

施行（一部について、平成18年10月１日、平成19年３月１日、平成19年

４月１日、平成20年４月１日又は平成20年10月１日施行 。））

法案審議においては、当該法案について修正はなされていない。

また、改正法附則第２条では 「政府は、この法律の施行後五年を目、

処として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正され

た医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に

関する法律（以下「高齢者医療確保法」という ）の規定に基づく規制。

の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする」ことが規定された。

５ その他（平成１９年３月）

先の通常国会において、評価実施過程に

①医療費適正化対策の総合的な推進、おいて明らかに

②新たな高齢者医療制度の創設、なった課題

③都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合

の３つを柱とする健康保険法等の一部を改正する法律が成立しており、

現在、改正法の着実な施行に取り組んでいるところ。

今後、

①医療費適正化対策の推進については、国と都道府県が 「生活習慣病、

の有病者・予備群の減少 「平均在院日数の短縮」に関する具体的」、

な数値目標を掲げる医療費適正化計画を平成２０年度に策定すること

②後期高齢者医療制度の創設については、平成２０年４月の施行に向け

て、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設立し、財政制度

運営の仕組みを整えるとともに、後期高齢者の心身の特性等に相応し

い診療報酬体系を構築すること

③保険者の再編・統合については、政管健保を平成２０年１０月に公法

人化し、都道府県単位の財政運営を基本とする制度に切り替えるとと

もに、市町村国保の財政安定化のための財政措置の拡充や、同一都道
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府県内の健康保険組合の再編・統合の受け皿を整えること

について、その円滑な施行に向けて、国民の理解と協力を得ながら準備

を進めていくことが必要。

医療保険制度の見直しについては、平成１５年７月に社会保障審議会外部有識者等の

医療保険部会を設置し、平成１７年１１月まで２４回にわたり検討を行活 用 状 況

ってきた。

法案成立後には、後期高齢者医療制度の創設に当たり、後期高齢者の

心身の特性等にふさわしい医療が提供できるような新たな診療報酬体系

を構築することを目的として、後期高齢者医療の在り方について審議す

るため、社会保障審議会に専門の部会として「後期高齢者医療の在り方

に関する特別部会」を設置。

また、医療保険者における特定健康診査及び特定保健指導の提供方法

や評価方法等の検討を行うため 「保険者による健診・保健指導の円滑、

な実施方法に関する検討会」を設置。

さらに、後期高齢者医療の在り方について議論を行うとともに、法案

成立後の準備状況について報告を受けることを目的として、平成１９年

３月に、第２５回社会保障審議会医療保険部会を開催。

健康保険法等にかかる政省令及び告示で定める事項につき６件のパブパブリックコメ

リックコメントを行ったところ、様々な意見が寄せられた（パブリックント等を行った

コメントの結果については、インターネットの「電子政府の総合窓口」場合はその意見

参照 。）


